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告 示

愛知県告示第５６３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に基づき、東加茂郡下山村の別図に示す区域にお
いて字の名称を次のとおり変更する旨、下山村長から届出があった。
この字の名称の変更は、平成１３年７月２８日からその効力を生ずるものとする。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋
変 更 前 変 更 後

くりしま

花沢字栗嶋 花沢字栗島
ど ど め き

同 字トトメキ 同 字ドドメキ
よ し が いり

同 字ヨシカ入 同 字ヨシガ入
う つ き ふ ね

同 字ウツキフネ 同 字ウツキフ子
え ぼ し

同 字烏帽子 同 字エボシ
ろくしょまき

同 字六升槇 同 字六所槙
なぎ の した

同 字�ノ下 同 字崩ノ下
しまが わ ら

東大沼字嶋川原 東大沼字島川原
う え も んにし

同 字右エ門西切 同 字右エ門西

６９０ 平成１３年７月２７日 金曜日 愛 知 県 公 報 第１７９０号
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平成１３年７月２７日 金曜日 愛 知 県 公 報 第１７９０号 ６９１



別図（その２）

６９２ 平成１３年７月２７日 金曜日 愛 知 県 公 報 第１７９０号
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平成１３年７月２７日 金曜日 愛 知 県 公 報 第１７９０号 ６９３



愛知県告示第５６４号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第１３条第１項の規定に基づき、次のように家畜伝染病が発生し
た旨の届出があった。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋

愛知県告示第５６５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定に基づき、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、
農林水産大臣から通知があった。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋
１ 解除予定保安林の所在場所
蒲郡市拾石町墓土１の１３２（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的
土砂の流出の防備

３ 解除の理由
指定理由の消滅
（「次の図」は、省略し、その図面を愛知県農林水産部森林保全課及び蒲郡市役所に備え置いて縦覧に供す
る。）

愛知県告示第５６６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定に基づき、都市計画事業を次のように認可した。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋

愛知県告示第５６７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定に基づき、都市計画事業を次のように認可した。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋

愛知県告示第５６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は、公示の日から１箇月間愛知県建設部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋

病 名 家畜の種類 患畜及び疑似患畜の区分 発生頭数 発 生 場 所 発生年月日 その他参考と
なるべき事項

ヨーネ病 牛 患畜 １頭 渥美郡田原町 平成
１３．７．１０ －

施 行 者
の 名 称 都市計画事業の種類及び名称 事業施行期間 事 業 地 図 書 の

縦覧場所

豊橋市 豊橋渥美都市計画公園事業２・
２・９２号小畷公園

平成１３年７月２７日から
平成１６年３月３１日まで

収用の部分
豊橋市小畷町地内
使用の部分
なし

豊橋市役所

施 行 者
の 名 称 都市計画事業の種類及び名称 事業施行期間 事 業 地 図 書 の

縦覧場所

知立市 衣浦東部都市計画公園事業２・
２・２３５号夕田公園

平成１３年７月２７日から
平成１４年３月３１日まで

収用の部分
知立市上重原町夕田地内
使用の部分
なし

知立市役所

道路の
種 類 路 線 名

道 路 の 区 域
新旧
別 区 間 敷地の幅員 延 長

県 道碧南高浜環状線 旧 碧南市植出町５丁目１６番地先から同堀方町２丁目２７番地先
まで

ｍ
１６.０～３０.０

�
０.３５０

新 同 ２０.０～３７.０ ０.３５０

豊田一色線 旧 西尾市花ノ木町三丁目２１番１地先から同四丁目４５番地先ま
で Ａ ２２.８～４１.０ ０.２５０

新 同 Ａ ２２.８～４１.０
Ｂ ２４.０～５９.０

０.２５０
０.２０５

６９４ 平成１３年７月２７日 金曜日 愛 知 県 公 報 第１７９０号



備考 Ａ及びＢは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。

愛知県告示第５６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は、公示の日から１箇月間愛知県建設部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋

選挙管理委員会告示

愛知県選挙管理委員会告示第４７号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及び第３項第２号（農業委員会等に関する法律施
行令（昭和２６年政令第７８号）第６条及び漁業法施行令（昭和２５年政令第３０号）第９条で準用する場合を含む。）
の規定に基づき施設の長が不在者投票管理者となる施設として、平成１３年７月９日次のように指定をした。
平成１３年７月２７日

愛知県選挙管理委員会委員長 小 林 淳 三
名 称 所 在 地

特別養護老人ホームなごやかハウ
ス丸池

名古屋市港区丸池町１丁目３番地

一宮市萩の里特別養護老人ホーム 一宮市萩原町東宮重字蓮原３６番地の１

愛知県選挙管理委員会告示第４８号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及び第３項第２号（農業委員会等に関する法律施
行令（昭和２６年政令第７８号）第６条及び漁業法施行令（昭和２５年政令第３０号）第９条で準用する場合を含む。）
の規定に基づき施設の長が不在者投票管理者となる施設について、次のように名称及び所在地の変更があっ
た。
平成１３年７月２７日

愛知県選挙管理委員会委員長 小 林 淳 三
名 称 所 在 地

変更前 佐藤外科病院 江南市上奈良町緑４８
変更後 佐藤病院
変更前 三好町立三好病院 西加茂郡三好町西陣取山９０番地
変更後 三好町民病院 西加茂郡三好町大字三好字八和田山１５番地

公 告

改良普及員資格試験に関する条例（昭和２８年愛知県条例第１５号）第２条の規定によって、平成１３年度改良
普及員資格試験を次のように行います。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋

蒲郡碧南線 旧 西尾市花ノ木町三丁目２１番１地先から同四丁目４５番地先ま
で Ａ ２２.８～４１.０ ０.２５０

新 同 Ａ ２２.８～４１.０
Ｂ ２４.０～５９.０

０.２５０
０.２０５

岡崎碧南線 旧 西尾市花ノ木町三丁目２１番１地先から同四丁目４５番地先ま
で Ａ ２２.８～４１.０ ０.２５０

新 同 Ａ ２２.８～４１.０
Ｂ ２４.０～５９.０

０.２５０
０.２０５

道路の
種 類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

県 道碧南高浜環状線 碧南市植出町５丁目１６番地先から同堀方町２丁目２番１１地先まで 平成１３年７月２７日

道場山安城線 安城市福釜町中根１０９番４地先から同９５番２地先まで

浅井犬山線 江南市宮田神明町緑２３３番地先から同２３６番地先まで

平成１３年７月２７日 金曜日 愛 知 県 公 報 第１７９０号 ６９５



１ 試験の日時
平成１３年１０月２４日（水）及び平成１３年１０月２５日（木） 午前９時２０分から午後５時まで

２ 試験の場所
愛知県産業貿易館本館４階
名古屋市中区丸の内三丁目１－６

３ 受験願書
	 受付期間
平成１３年８月６日（月）から平成１３年９月３日（月）までの午前９時から午後５時まで（日曜日及び
土曜日を除く。）


 受付場所
愛知県農林水産部農業経営課

� 用紙の配布
ア 配布期間
平成１３年８月６日（月）から平成１３年９月３日（月）までの午前９時から午後５時まで（日曜日及
び土曜日を除く。）
イ 配布場所
愛知県農林水産部農業経営課

４ 問い合わせ先
愛知県農林水産部農業経営課
名古屋市中区三の丸三丁目１－２（郵便番号４６０－８５０１）
電話（０５２）９６１－２１１１ 内線３６７１
なお、試験に関する詳細については、インターネットでも閲覧できます。
ホームページアドレス http : //www.pref.aichi.jp/nogyo-keiei/siken

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定に基づき、木津用水土地改良区定款の変更を平成
１３年７月１３日認可した。

平成１３年７月２７日
愛知県知事 神 田 真 秋

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定に基づき、次の土地改良区定款の変更を平成１３年
７月１８日認可した。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋
高貝用水土地改良区定款
刈谷土地改良区定款
小坂井町土地改良区定款

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第１０条第１項の規定に基づき、一
宮町土地改良区の土地改良事業（維持管理）計画の変更を平成１３年７月５日認可した。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第１０条第１項の規定に基づき、西
尾土地改良区（西小梛地区）の新たな土地改良事業の施行を平成１３年６月２６日認可した。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８５条第１項の規定に基づき、県が行う次の土地改良事業の工事は完
了した。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋

地 区 名 事 業 名 完 了
年 月 日
平成

前浜中江地区 担い手育成畑地帯総合整備事業 １３．３．２６
�
�
用排水施設整備事業
農道事業

�
�

六ツ美西部地区第２工区 ほ場整備事業 同 １５
福岡地区 緊急農地防災事業 同 ２６
西荒居地区 水質保全対策事業 同 ３０

６９６ 平成１３年７月２７日 金曜日 愛 知 県 公 報 第１７９０号



土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改良事業（滝沢池地区）の土
地改良事業計画を定めたから、次のように土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋
１ 期間
平成１３年７月３０日から平成１３年８月２４日まで

２ 場所
新城市役所

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第３項において準用する同法第５３条の２第１項の規定に基
づき、県営土地改良事業（ほ場整備）若園南部地区の次の従前の土地を非農用地区域内に換地する土地とし
て指定した。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋
豊田市花園町西大切７１の２、７４の２、７５の３、７８の２、９４の２、９４の３、東大切１０６の２、南大切１０９の２、

１６１の２、古層２０の２、２１、４３の２、石根１６の２、２２の２

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条において準用する同法第５４条第１項の規定に基づき、同法第３
条に規定する資格を有する者が行う土地改良事業（佐布里地区）は、換地処分があった。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋

測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第１項の規定に基づき、渥美町土地改
良区理事長から次のように公共測量を実施する旨の通知があった。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋

測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第１項の規定に基づき、渥美町土地改
良区理事長から次のように公共測量を実施する旨の通知があった。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋

測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第２項の規定に基づき、名古屋市長か
ら次のように公共測量を終了した旨の通知があった。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋

都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第７条の１６第１項の規定に基づき、第一種市街地再開発事業の事業
計画の変更を認可した。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋
１ 施行者の氏名又は名称
萬松寺

２ 事業施行期間
平成１２年７月１８日から平成１４年度末まで

３ 施行地区
名古屋市中区大須三丁目地内

４ 第一種市街地再開発事業の名称
大須３０番第２地区第一種市街地再開発事業

５ 事務所の所在地
名古屋市中区大須三丁目２９－１７

測 量 地 域 測 量 期 間 測 量 方 法

渥美郡渥美町大字宇津江 平成１３年７月１６日から
平成１４年２月２２日まで 公共測量（確定測量図作成）

測 量 地 域 測 量 期 間 測 量 方 法

渥美郡渥美町大字和地 平成１３年７月１６日から
平成１４年２月２２日まで 公共測量（確定測量図作成）

測 量 地 域 測 量 期 間 測 量 方 法
名古屋市千種区丘上町、菊坂町及
び御棚町

平成１３年２月８日から
平成１３年３月３１日まで 公共測量（道路台帳平面図修正）

平成１３年７月２７日 金曜日 愛 知 県 公 報 第１７９０号 ６９７



６ 施行認可の年月日
平成１２年７月１８日

７ 施行地区の変更の内容
名古屋市中区大須三丁目３０２５－３の一部を除外する。

８ 変更の認可の年月日
平成１３年７月２７日

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第１項の規定による都市計画の図書の写しの送付を受けたので、
同条第２項の規定により次のとおり一般の縦覧に供する。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋
１ 都市計画決定権者の名称
佐織町

２ 都市計画の種類及び名称
津島海部西部都市計画渕高地区計画

３ 縦覧場所
愛知県建設部建築指導課及び佐織町役場

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条の規定に基づき許可した次の工事は完了した。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋

雑 報

次の軽油引取税免税証は紛失したので、紛失した日以降無効とする。
平成１３年７月２７日

愛知県知事 神 田 真 秋

正 誤

平成１３年７月３日第１７８４号町が行う土地改良事業施行の同意の公告文中「吉良町」は「幡豆町」の誤り。

許可番号 許 可
年月日

検査済証
交 付
年 月 日

申 請 者 氏 名 申 請 者 住 所 開 発 地 域 の 名 称 開発区域
の 面 積

１２令尾建
５－３４

平成
１２．３．１６

平成
１３．７．１１松原 浩一 豊橋市羽根井町９３－１ 犬山市羽黒鉾添３－４７－１

�
４９９.０５

１３令知建
２９－２０ １３．６．８同 １６三交不動産株式会社取締役社長 井田 健三三重県津市丸之内９－１８

東海市加木屋町雉子野１０－
１６ ４,３６３.６０

免税証
の種類 用 途 免税証の記

号及び番号枚数有効期間
免税証に記載された販売業者の
所在地及び名称

免税証を交付した
事務所

紛 失
年月日

�券
５０船舶 Ｋ２９９０５４

枚
１
平成１３年
６月７日
～

平成１３年
９月３０日

名古屋市南区明治１－２１－１５
合資会社尾崎石油商会

熱田県税事務所
平成
１３．６．１８

２００船舶 Ｋ６９２９７４ １
平成１３年
１月５日
～

平成１３年
６月３０日

碧南市宮後町４－１９
碧南オイルセンター株式会社碧南給油
所

西三河事務所安城税務出
張所

同 ３．７

６９８ 平成１３年７月２７日 金曜日 愛 知 県 公 報 第１７９０号

本号価格 ９７円
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